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JIS G 1212-1（鉄及び鋼－けい素定量方法－第１部：二酸化けい素重量法）:2023 正誤表 

 
（別紙様式） 

規格の訂正 
 

１. 訂正の内容 

JIS G 1212-1 規格名称：鉄及び鋼－けい素定量方法－第１部：二酸化けい素重量法 

区 分 位 置 誤 正 

本体 9.3 b) 
6) 

9.2 a)の3)の操作を行う。 9.3 a)の3)の操作を行う。 

本体 11 
式 

[(𝑚𝑚1 −𝑚𝑚2) − (𝑚𝑚3 −𝑚𝑚4) × 0.467 4] [(𝑚𝑚1 −𝑚𝑚2)− (𝑚𝑚3 −𝑚𝑚4)] × 0.467 4 

 

２. 誤りが判明した経緯 

外部（分析所）からの指摘によって判明した。 
 

３. 発行が必要な理由 

誤った状態を放置すると社会的影響があると言える理由（どんな混乱、不都合が生じるのか）に
ついて説明する。このため、次のうち該当する番号を記載し、必要に応じて補足説明する。 

⑤ その他（具体的に説明） 

・引用の誤り：規定どおりに操作した場合、引用箇所の操作を行えない。 

・式の誤り：誤ったけい素含有率が算出される。 

４. 誤りが生じた原因及びその除去の為の対応 

その訂正が実質的な変更ではなく過誤であると言いうる理由、再発防止のため取るべき対応につ
いて記載する。過誤と言いうる理由については、次のうち該当する番号を記載し、必要に応じて補
足説明する。 

① 誤字、脱字 

・引用の誤り：部編成制定に伴って箇条 9（操作）の構成を見直した際に、引用する細分箇

条番号を誤って入力した。 

・式の誤り：旧規格（JIS G 1212：1997）の附属書 1 の箇条 6 の式を、誤って入力した。 

規格改正の場合、Word の比較機能を用いて新旧規格の電子ファイルにおける変更箇所を明

確にして、変更の妥当性を確認しているが、部編成制定の場合、構成が大きく変わるためこ

の機能が実質的に使えず、誤記を見逃してしまった。 

今後、引用関係が複雑な箇条の構成を変更する場合は、添付（次ページ）のような対照表を

作成して見逃しを防止する。 

数式は、旧規格からのコピーができず、都度数式エディタで作成している。作成者以外の主

査によるチェックの重点項目に、新旧数式の比較を追加して見逃しを防止する。 



 

 

旧規格 新規格
細分箇条 細別 引用 細分箇条 細別 引用

9.1
4.1 （1） （a) 9.2 a) 1)

（b) 2)
（c) 3)

（2） （a) b) 1)
（b) 2)
（c) 3)
（d) (1) (c) 4) a) 3)

（3） （a) c) 1)
（b) 2)
（c) 3)
（d) 4)

（4） （a) d) 1)
（b) 2)
（c) 3)
（d) (3) (d) 4) c) 4)
注1 8

（5） （a) 9.2 e) 1)
（b) 2)
（c) 3)
（d) 4)

（6） （a) f) 1)
（b) 2)
（c) 3)
（d) 4)
（e) 5)

4.2 （1） （a) 4.1の(1)(c)，(2)(d)，(3)(d)又は(4)(d) 9.3 a) 1) 9.2のa)，b)，c)又はd)
（b) 2)
（c) 3)
（d) 4)
注2 注1)
注3 4.3(1)(b) 注2) 9.4 a)
注4 4.1(1)(c)及び4.2(1) 5)

5.1)
5.2)
5.3) 9.2 a)の3) 及び 9.3 a)の1)～4)

注5 (b)～(d) 6)
6.1)
6.2) 2)～4)

（2） （a) 4.1(5)(d)又は(6)(e) b) 1) 9.2 e)又は f）
（b) 2)
（c) (1)(c) 3) 9.3 a)の3)
（d) 3.1)
注6 3.2)
注7 4)

--- 4.1) 9.3 a)の5.1)及び5.2)
4.1(6)(c)及び4.2(2) 4.2) 9.2 f)の5)及び9.3 b)の1)～3)

（e) 5)
（f) (b)及び(c) 6) 2)及び9.3a)の3)
（g) (d) 7) 3.1)

4.3 （1） （a) 4.2の(1)(d)又は(2)(g) 9.4 a) 1) 9.3のa)又はb)
（b) 2)

（2） （a) (1)の(a)及び(b) b) 1) 9.4 a)
（b) 2)
（c) 3)

4.4 （1） （a) 4.3(1)(b) 9.5 a) 1) 9.4 a)
（b) 2)
（c) 3)

（2） （a) 4.3(2)(c) b) 1) 9.4 b)
（b) 2)
（c) 3)



 

［旧規格］ 

 

［新規格（現行規格）］ 

 

 

 
備考１．１規格１起票とする。 
備考２．正誤が書ききれないときは、別紙を添付する。 

（１）（ｃ） 

9.3 a)の 3) 
      × 


